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規 則
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高 知 県 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

令 和 元 年 ５ 月 17日

高 知 県 知 事 尾 﨑 正 直

高 知 県 規 則 第 １ 号

高 知 県 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25年

法 律 第 111号 ） を 施 行 す る た め 、 同 法 、 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関

す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 27 年 政 令 第 323 号 。 次 条 に お い て 「 政

令 」 と い う 。 ） 及 び が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則

（ 平 成 27年 厚 生 労 働 省 令 第 137号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 都 道 府 県 が ん 情 報 の 保 有 の 期 間 の 例 外 ）

第 ２ 条 政 令 第 ９ 条 第 ２ 項 た だ し 書 及 び 第 10条 第 ２ 項 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 場 合 は 、 都 道 府 県 が ん 情 報 を 利 用 す る が ん に 係 る

調 査 研 究 の 性 質 上 、 当 該 都 道 府 県 が ん 情 報 を ５ 年 以 上 分 析 す る

必 要 が あ る 場 合 と す る 。

（ 委 任 ）

第 ３ 条 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め

る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則


